
福
祉
有
償
運
送
の

登
録
に
か
か
る
申
請
に
つ
い
て

道
路
運
送
法
に
基
づ
き
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
な
ど
が
、
営
利
を
目
的
と
し
な

い
範
囲
で
、
外
出
時
に
支
援
が
必
要

な
人（
要
介
護
認
定
者
や
、
身
体
障
害
者
な

ど
）
を
、
車
を
使
っ
て
、
有
償
で
移
送

で
き
ま
す
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
（
福
祉

有
償
運
送
）
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、

道
路
運
送
法
に
基
づ
き
、
運
輸
支
局

へ
の
登
録
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
登
録
に
は
、
そ
の
地
域
の

福
祉
有
償
運
送
運
営
協
議
会
の
合
意

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

福
祉
有
償
運
送
の
サ
ー
ビ
ス
を
行

お
う
と
す
る
団
体
は
、
期
日
ま
で
に

必
要
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
日

１
月
21
日

午
後
５

時
15
分

必
要
書
類

必
要
書
類
、
様
式
な
ど
、

詳
し
く
は
、
彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

書
類
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先

彦
根

市
福
祉
有
償
運
送
運
営
協
議
会
事

務
局
（

障
害
福
祉
課
内
）

27

９
９
８
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26

１
７

６
７
番
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保
険
に
加
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す

（
別
途
保
証
料
が
必
要
）。

問
い
合
わ
せ
先

商
工
課

30

６
１
１
９
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22

１
３

９
８
番
、
近
畿
労
働
金
庫
彦
根
支

店

22

２
８
６
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

24
２
４
５
５
番

清
掃
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

集
積
所
の
申
請
・
変
更
な
ど
に
つ
い
て

集
積
所
の
申
請
・
変
更
に
つ
い
て

「
ご
み
集
積
所
」
に
つ
い
て
、
集

積
所
の
場
所
や
、
集
積
か
ご
を
、
新

設
・
変
更
お
よ
び
廃
止
す
る
場
合
に

は
、
事
前
に

清
掃
セ
ン
タ
ー
管

理
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ご
利
用
く
だ
さ
い

勤
労
者
教
育
資
金
融
資
制
度

事
業
主
を
除
く
勤
労
者
や
、
そ
の

子
も
し
く
は
兄
弟
姉
妹
が
、
大
学
、

短
期
大
学
ま
た
は
修
業
年
限
が
２
年

以
上
の
専
門
学
校
に
入
学
・
就
学
す

る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
一
部
を
融

資
し
ま
す
。

融
資
金
額

１
０
０
万
円
以
内

利
率

年
２
・
４
０
％
（
固
定
金
利
）

償
還
期
間

５
年
以
内
（
据
置
期
間

あ
り
）

申
込
先

近
畿
労
働
金
庫（
彦
根
支
店
）

※
ほ
か
の
公
共
融
資
制
度
と
併
用
で

き
ま
す
。

※
近
畿
労
働
金
庫
が
指
定
す
る
保
証

２
種
混
合（
ジ
フ
テ
リ
ア
・
破
傷
風
）

２
期
の
個
別
予
防
接
種

昨
年
の
、
夏
休
み
期
間
と
12
月
に
、

福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
小

学
６
年
生
を
対
象
と
し
て
、
２
種
混

合
（
ジ
フ
テ
リ
ア
・
破
傷
風
）
２
期
予
防

接
種
を
実
施
し
ま
し
た
。

対
象
者
で
、
ま
だ
接
種
で
き
て
い

な
い
人
は
、
次
の
方
法
で
予
防
接
種

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者

小
学
６
年
生
で
、乳
幼
児
期

に
３
種
混
合
１
期
の
予
防
接
種
を

３
回
以
上
接
種
し
て
い
て
、
２
種

混
合
（
ジ
フ
テ
リ
ア
・
破
傷
風
）
２
期

の
予
防
接
種
が
済
ん
で
い
な
い
人

接
種
方
法

市
指
定
医
療
機
関
で
、

必
ず
保
護
者
が
同
伴
し
て
、
個
別

に
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
事
前
に
医
療
機
関
へ
の
予
約
が
必

要
で
す
。

※
市
指
定
医
療
機
関
に
つ
い
て

は
、

健
康
管
理
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

持
ち
物

母
子
健
康
手
帳
、
予
診
票

（
予
診
票
が
な
い
人
は
、
医
療
機
関
に
て

ご
記
入
く
だ
さ
い
）

※
現
在
小
学
６
年
生
の
人
が
接
種
で

き
る
期
間
は
、
３
月
31
日
ま
で
で

す
。
忘
れ
ず
に
接
種
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

健
康
管
理
課

24
０
８
１
６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24
５

８
７
０
番

ま
た
、
自
治
会
で
、
集
積
か
ご
の

新
規
設
置
や
更
新
を
す
る
場
合
に
、

補
助
金
を
支
給
す
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
清
掃
セ
ン
タ
ー
管

理
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

祝
日
の
ご
み
収
集
に
つ
い
て

１
月
14
日
は
祝
日
で
す
が
、
通
常

ど
お
り
収
集
を
行
い
ま
す
。
た
だ
し
、

清
掃
セ
ン
タ
ー
へ
の
直
接
搬
入
は
で

き
な
い
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ご
み
の
収
集
の
日
程
に
つ
い
て

は
、
各
家
庭
に
配
布
し
て
い
る
、

「
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
」
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

清
掃
セ
ン
タ
ー

管
理
課

22

２
７
３
４
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
24
７
７
８
７
番

産業別最低賃金・滋賀県最低賃金
改正のお知らせ

問い合わせ先 彦根労働基準監督署

22 0654、FAX26 0241
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変
更
の
内
容

申
請
書
の
様
式

被
保
険
者
本
人
が

申
請
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
決

定
通
知
書
な
ど
の
送
付
先
を
別
に

希
望
す
る
場
合
は
、
該
当
の
欄
に

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
時
の
添
付
書
類

申
請
に
必
要

な
書
類
は
、
申
請
書
と
領
収
書
だ

け
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、提
出

し
て
い
た
だ
い
て
い
た
居
宅
サ
ー

ビ
ス
計
画
書
な
ど
は
不
要
で
す
。

お
む
つ
等
購
入
費
助
成
制
度

対
象
者

「
要
支
援
２
」「
要
介
護

１
〜
要
介
護
５
」に
認
定
さ
れ
た
、

彦
根
市
の
介
護
保
険
の
被
保
険
者

で
、
お
む
つ
が
必
要
な
人
。
た
だ

し
、
在
宅
で
、
介
護
保
険
料
を
滞

申
請
書
が
変
わ
り
ま
し
た

介
護
保
険

お
む
つ
等
購
入
費
助
成
制
度

彦
根
市
で
は
、
在
宅
で
「
要
支
援

２
」「
要
介
護
１
〜
要
介
護
５
」
に

認
定
さ
れ
た
人
を
対
象
に
紙
お
む
つ

等
購
入
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま

す
。
１
月
か
ら
、
助
成
を
受
け
る
た

め
の
申
請
書
の
様
式
と
、
申
請
時
に

添
付
し
て
い
た
だ
く
書
類
を
変
更
し

ま
し
た
。

新
し
い
申
請
書
は
、

介
護
福

祉
課
、

保
険
年
金
課
、
支
所
、

各
出
張
所
窓
口
に
置
い
て
あ
る
ほ

か
、
彦
根
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

納
し
て
い
な
い
人
に
限
り
ま
す
。

対
象
品
目

紙
お
む
つ
、
布
お
む
つ
、

お
む
つ
カ
バ
ー
、
失
禁
パ
ン
ツ

支
給
額

１
か
月
に
購
入
し
た
費
用

の
９
割
を
給
付
し
ま
す
。た
だ
し
、

支
給
額
の
上
限
は
、
６
、３
０
０
円

で
す
。

申
請
方
法

介
護
保
険
特
別
給
付
費

支
給
申
請
書
に
、
必
要
事
項
を
記

入
し
、
紙
お
む
つ
な
ど
の
購
入
に

係
る
レ
シ
ー
ト
ま
た
は
領
収
書

（
販
売
店
、
品
名
、
数
量
、
購
入
月
、

金
額
が
わ
か
る
も
の
）
を
添
付
し

て
、

介
護
福
祉
課
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

介
護
福
祉
課

23
９
６
６
０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26
１

７
６
８
番

市立病院整形外科の
外来診療を一部制限します
新たな外来受診には紹介状が必要です

市立病院の整形外科は、これまで常勤医師６

人で診療を行ってきました。しかし、医師の退

職などによって、今年１月から、常勤医師４人

と非常勤医師１人の体制となりました。このた

め、１月から、整形外科の外来診療の一部を制

限させていただきます。

市立病院の整形外科は、変性（加齢性）疾患、

外傷性疾患、腫 、リウマチなど、すべての整

形外科疾患の治療をしています。入院している

人や手術を受ける人、高度な検査を必要とする

人、さらには、救急患者の診療に支障を来たさ

ないようにするため、１月から、新たに整形外

科の外来を受診する人については、ほかの医療

機関の紹介状をお持ちの人に制限いたします。

まず、お近くの整形外科診療所を受診してい

ただき、市立病院での診療が必要な場合は、紹

介状をお持ちのうえ受診してください。

また、再診についても、症

状が比較的安定した人につい

ては、地域の診療所に紹介い

たします。ご協力をよろしく

お願いいたします。

問い合わせ先 市立病院地域

医療連携室 22 6050（内

線3601）、FAX26 0754


